
 
 

令和７年度「おいしい山形・食材王国みやぎビジネス商談会」開催要領 

                                  

１ 目 的 

  宮城・山形両県で策定した「新宮城・山形の連携に関する基本構想（未来を共に創る新 

ＭＹハーモニープラン）」の一環として、両県が誇る豊富な食材や加工品を対象とするビジ

ネス商談会を開催することにより、両県の食料品製造業者等の商談機会を提供して市場開拓

や販路拡大の一助とし、もって食産業の振興を図ることを目的とする。 

 

２ 名 称 

  おいしい山形・食材王国みやぎビジネス商談会 

  

３ 主 催 

  宮城・山形合同商談会実行委員会 

  （構成：山形県、宮城県、山形銀行、七十七銀行、やまがた食産業クラスター協議会） 

 

４ 期日及びスケジュール 

  令和７年１０月１５日（水） 

   展 示 商 談 １０：３０～１２：４５ 

   個別面談商談 １３：３０～１７：００ 

   やむを得ない理由により、主催者の判断で本商談会の開催を中止又は開催内容を変更す

ることがある。 

 

５ 会 場 

  仙台国際センター（仙台市青葉区青葉山無番地） 

 

６ 対 象 

 (1) 原則、宮城・山形両県のいずれかに事業所を有し、食料品を生産・製造する事業者（以

下「納入企業」という。） 

 (2) 食料品を取り扱う小売業、卸売業、外食産業等事業者（以下「仕入企業」という） 

  

７ 商談内容等 

 (1) 展示商談 

   納入企業が個々のブースに商品を展示し、試食や試飲等を通じて商談を行う。 

 (2) 個別面談商談 

   納入企業・仕入企業双方の希望をもとに商談スケジュールを設定し、個々のテーブルで

対面して商談を行う。 

 

８ 参加費 

 (1) 納入企業 

   商談の参加費は以下のとおりとする。 

  イ 商談（展示商談） 

   ・１小間（展示台幅 90cm×奥行90cm） ３６，０００円（税込） 

   ・２小間（展示台幅180cm×奥行90cm） ６４，０００円（税込） 

   なお、展示商談で主催者が用意する備品等は、システムパネル、展示台、社名表示板、

電源（必要量）とする。電源利用を希望する場合には、別途５，０００円（税込）を徴収

する。 

  ロ その他経費   昼食代は必要な者に限り実費 



 
 

 (2) 仕入企業 

   展示商談、個別商談に係る参加費は徴収しない。 

 (3) 上記の参加費に含まれないもの（参加者各自の負担） 

   参加費等の振込手数料、交通費、駐車料、運搬費、各自で準備すべき備品及び消耗品等

とする。 

 

９ 参加企業の募集及び申込方法 

 (1) 納入企業 

   募集は概ね９０社程度とする。参加を希望する事業者は別紙様式１に必要事項を記入

し、最寄りの申込先に電子メールまたは郵送、ＦＡＸで申し込むものとする。 

   参加者の決定は、宮城・山形両県のバランスに配慮し決定する。 

   なお、参加費は参加企業の決定以降、別途指定する口座への振込にて徴収する。 

 (2) 仕入企業 

   個別面談商談の参加企業は８０社程度を募集・招へいする。申込は別紙様式２に必要事

項を記入し、最寄りの申込先に電子メールまたは郵送、ＦＡＸで申し込むものとする。申

込みが多数の場合については、納入企業の商談希望等を勘案して決定する。 

 (3) 募集期間 

納入企業・仕入企業とも令和７年５月26日（月）から令和７年７月４日（金）まで 

 (4)申込先 

   「12 連絡先等（申込窓口）」のとおり 

 (5)出展取消 

   納入企業側の事情により参加取消をする場合は、下記キャンセル料を徴収する。ただ

し、納入企業側の事情を除くやむを得ない理由により出展ができなくなった場合には、こ

の限りではない。なお、仕入企業側の事情により当日参加できなくなった場合には、原

則、同社代理の者が出席することとする。 

参加取消申し出の期日 キャンセル料 

令和７年８月16日以降 参加費の１００％ 

 

10 留意事項等 

 (1) 商談会当日の運営に当たり、参加者は主催者から指示された事項を遵守すること。 

 (2) 本商談会は商談機会の提供を目的とするものであり、商談会以降の納入企業・仕入企業

間の商取引等に関わる事項について主催者は一切の責任を負わない。 

 (3) 商談会終了後、商談会の成果を把握するため納入企業対象に成約状況調査を行う。 

 (4) やむを得ない理由により、主催者の判断で本商談会の開催を中止又は開催内容を変更し

た場合、参加費については、各種費用を考慮した上で参加者に返金する。 

  

11 その他 

  この要領に定めるもののほか、本商談会の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

  



 
 

12 連絡先等（申込窓口） 

  ■宮城県農政部食産業振興課［実行委員会事務局］ 

   （担当窓口：食ビジネス支援班） 

   〒９８０－８５７０ 

   宮城県仙台市青葉区本町三丁目８－１ 

   電話 ０２２－２１１－２８１２  ＦＡＸ ０２２－２１１－２８１９ 

   E-mail s-business@pref.miyagi.lg.jp 

 

■山形県農林水産部農産物販路開拓・輸出推進課 

   （担当窓口：農産物流通販売推進担当） 

 〒９９０－８５７０ 

   山形県山形市松波二丁目８－１ 

   電話 ０２３－６３０－２２２１  ＦＡＸ ０２３－６３０－３３１２ 

   E-mail mybusiness2025@pref.yamagata.jp  

 

 ■株式会社七十七銀行地域開発部 

   （担当窓口：情報開発課） 

   〒９８０－８７７７ 

   宮城県仙台市青葉区中央三丁目３－２０ 

   電話 ０２２－２１１－９７２３  ＦＡＸ ０２２－２６７－５３０３ 

   E-mail  shoudan-kai@77bank.co.jp 

 

■株式会社山形銀行コンサルティング部 

   （担当窓口：くらしと経営の相談所） 

   〒９９０－００３８ 

   山形県山形市幸町２―５ 

   電話 ０２３－６３４－７０２４  ＦＡＸ ０２３－６４１－２２７３ 

   E-mail yb82500@yamagatabank.co.jp 

 

  ■やまがた食産業クラスター協議会 

   〒９９０－００４１ 

   山形県山形市緑町一丁目９－３０ 緑町会館３階 

   電話 ０２３－６７９－５０８１  ＦＡＸ ０２３－６７９－５０８２ 

   E-mail food4@y-cluster.jp 
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